
20市報なめがた　2019.8.1

　
 情報ひろば

行方市の人口
総　数　34,654 人（－ 73）
　男　　17,274 人（－ 22）
　女　　17,380 人（－ 51）
世帯数　12,902 世帯（－ 37）

令和元年７月１日現在
※外国人住民を含む

（　）は前月との比較

行方市民憲章
やさしい自然
かがやく人
わたしたちがつくる
魅力あるまち、行方市

市の花
ヤマユリ
（山百合）

市の木
イチョウ
（銀杏）

市の鳥
シラサギ
（白鷺）

行方市のうた
（1番）
われを育

はぐく
む　里

さとやま
山は

大
だ い ち
地の恵

めぐみ
に　満

み
ちあふる

朝
あ さ ひ
日　湖

かわ
に輝

かがや
き

夕
ゆ う ひ
日　山

やま
の端

は
そめる

あぁ　ふるさと　わが希
き ぼ う
望

（2番）
祭
まつ
りばやしに　心

こころ
おどり

風
ふ ど き
土記の里

さと
に　童

こ
の声

こえ
はずむ

谷
や つ だ
津田　風

かぜ
にそよぎ　稲

い な ほ
穂

黄
く
金
がね
に輝

かがや
く　あぁ　ふるさと

あぁ　わが　安
やす
らぎ

（3番）
古
いにしえ

のなごり　受
う
けつぎし

大
おおぞら
空　はばたく　子

こ
どもらの

夢
ゆめ
を　育

はぐく
む　学

まなびや
舎は　拡

ひら
く心

こころ
の

礎
いしずえ

ぞ　あぁ　ふるさと
あぁ　わが未

み ら い
来　あー

https://www.youtube.com/
watch?v=IVAUma8WqlM

市役所　開庁時間
平日（月曜～金曜）
　午前８時 30分

～午後５時 15分　
※�休日窓口業務については、　
お問い合わせください。

行方市公式ツイッター
つぶやき中！

市政情報、イベント情報や緊急情報など、
行方市の情報を幅広くつぶやきます。
【問】政策推進室　☎ 0299-72-0811

この期間中のごみの収集は、次のとおりです。ご注意ください。

※�ごみは収集日の朝８時までに集積所へ出してください。

8 月 10 日から 8 月 16 日までのごみの収集について

【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）　　　　☎ 0291-35-2111
　　　　　　　行方市環境美化センター　　☎0299-72-1853

お盆前後は、美化センターが大変混み合います。
美化センターへのごみの持ち込みは、早めにお願いします。

８月 10 日（土） 北浦地区の燃えるごみ・資源ごみの収集日
美化センター通常営業（受付時間 8：30 ～ 11：30）

８月 11 日（日・山の日） 全地区収集なし
美化センター休業日

８月12日（月・振替休日） 麻生地区の燃えるごみ・資源ごみの収集日
美化センター休業日

８月 13 日（火） 玉造地区の燃えるごみ・資源ごみの収集日
美化センター休業日

８月 14 日（水） 北浦地区の燃えるごみ・資源ごみの収集日
美化センター休業日

８月 15 日（木） 麻生地区の燃えるごみの収集日　※燃えるごみ以外は収集しません
美化センター休業日

８月 16 日（金） 玉造地区の燃えるごみ・有害ごみ・燃えないごみの収集日
美化センター通常営業（受付時間 8：30 ～ 11：30、13：00 ～ 16：30）

10 月１日からは「新しいごみ袋」での回収になります。古いごみ袋での回収や新旧のごみ
袋の交換は行いません。ご家庭において、古いごみ袋の在庫管理をお願いします。

ごみ袋の種類 現行（税込） 改定後（税込）
可燃ごみ袋（大）45㍑ /10 枚 180円 250 円
可燃ごみ袋（中）30㍑ /10 枚 150円 200 円
有害ごみ袋　　　30㍑ /10 枚 100円 150 円

▶問い合わせ　環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

▶価格改定内容
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ひとりひとりの豊かな人生　～男女共同参画社会の実現のために～

広
告 ●

●

●

◇土日、祝日の予約施術を受付ます◇
◇高齢者の往診、送迎相談受付ます◇

詳細は行方市ホームページのバナー広告をご覧ください。

柔道整復師・はり師・きゅう師
健康保険・労災保険・各種自由診療
交通事故傷害・疲労回復施術・往診受付

日

【問い合わせ】企画政策課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

今月は、第３次行方市男女共同参画基本計画の基本目標２についてご紹介します。

本市では、男女共同参画の意識向上を図り、誰もが生きがいを持って
暮らしやすい地域社会を形成していきます。

基本目標２ すべての人が自分らしく活動できる社会づくり

●働く場における女性参画の支援●
　�女性の労働条件の向上を図り、職場（事業所）における男女平等の理念を普及
させます。また、女性参画にかかる各種制度の理解を深めていきます。

●ワークライフバランスの推進●
　�子育て支援、働き方改革を進め、家庭や職場での労力負担等の軽減を図ります。
　特に、男性の家事・育児への参加を促進します。

子育て力アップ講座
（平成 30年度）

●女性のエンパワーメントの促進●
　�女性が自ら意識と能力を高めて、経済活動も含めた社会のあらゆる分野で存在
感を高めるためのスキルアップ、キャリアアップを支援します。

女性のための暮らし方講座
（平成 30年度）


